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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像に対する計測操作を実行するための計測項目を表示部にて表示させるように
制御する計測項目表示制御手段と、
　前記表示部にて表示される計測項目の種類及び前記超音波画像を用いた診断の状況のう
ち少なくとも一方に基づいて、前記計測項目が選択された後に、前記表示部にて前記計測
項目を表示状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替えるかを制御する計測項目
表示状態制御手段と、
　を備え、
　前記計測項目表示状態制御手段は、前記計測項目の種類として、距離、面積、体積、角
度、流速のうち少なくとも１つからなる基本計測項目と、前記基本計測項目を組み合わせ
た複合計測項目とを用い、
　前記計測項目表示状態制御手段は、前記計測項目が選択された後に、前記選択された計
測項目が前記基本計測項目と前記複合計測項目のどちらであるかに基づいて、前記表示部
にて前記計測項目を表示状態にするか、又は、非表示状態にするかを制御することを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記計測項目表示状態制御手段は、前記計測項目の種類が前記基本計測項目である場合
に、前記計測項目が選択された後、前記表示部にて前記計測項目を非表示状態に切り替え
るように制御し、前記計測項目の種類が前記複合計測項目である場合に、前記計測項目が
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選択された後、前記表示部にて前記計測項目の表示状態を維持するように制御することを
特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記計測項目表示状態制御手段は、前記計測項目の種類が前記複合計測項目である場合
、前記計測項目が選択された後に、前記計測項目の表示領域の輝度を低下させるように制
御することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記計測項目表示状態制御手段は、前記超音波画像を用いた診断の状況として、診断部
位、前記表示部にて表示された超音波画像がフリーズ状態であるか否か、又は、前記超音
波画像が印刷されたか否かに基づいて、前記表示部にて前記計測項目を表示状態にするか
、又は、非表示状態にするかを制御することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに
記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　超音波画像に対する計測操作を実行するための計測項目を表示部にて表示させるように
制御する計測項目表示制御手段と、
　前記表示部にて表示される計測項目の種類及び前記超音波画像を用いた診断の状況のう
ち少なくとも一方に基づいて、前記計測項目が選択された後に、前記表示部にて前記計測
項目を表示状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替えるかを制御する計測項目
表示状態制御手段と、
　を備え、
　前記計測項目表示状態制御手段は、前記表示部に撮像された超音波画像をリアルタイム
に表示する第１の表示モードと、過去に撮像された超音波画像を表示する第２の表示モー
ドとを備え、前記第１の表示モードにおいて前記計測項目が選択された場合に、前記表示
部にて前記計測項目を非表示状態に切り替えるように制御し、前記第２の表示モードにお
いて前記計測項目が選択された場合に、前記表示部にて前記計測項目の表示状態を維持す
るように制御することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　超音波画像に対する計測操作を実行するための計測項目を表示部にて表示させるように
制御する計測項目表示制御手順と、
　前記表示部にて表示される計測項目の種類及び前記超音波画像を用いた診断の状況のう
ち少なくとも一方に基づいて、前記計測項目が選択された後に、前記表示部にて前記計測
項目を表示状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替えるかを制御する計測項目
表示状態制御手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記計測項目表示状態制御手順は、前記計測項目の種類として、距離、面積、体積、角
度、流速のうち少なくとも１つからなる基本計測項目と、前記基本計測項目を組み合わせ
た複合計測項目とを用い、
　前記計測項目表示状態制御手順は、前記計測項目が選択された後に、前記選択された計
測項目が前記基本計測項目と前記複合計測項目のどちらであるかに基づいて、前記表示部
にて前記計測項目を表示状態にするか、又は、非表示状態にするかを制御することを特徴
とする表示制御プログラム。
【請求項７】
　超音波画像に対する計測操作を実行するための計測項目を表示部にて表示させるように
制御する計測項目表示制御手順と、
　前記表示部にて表示される計測項目の種類及び前記超音波画像を用いた診断の状況のう
ち少なくとも一方に基づいて、前記計測項目が選択された後に、前記表示部にて前記計測
項目を表示状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替えるかを制御する計測項目
表示状態制御手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記計測項目表示状態制御手順は、前記表示部に撮像された超音波画像をリアルタイム
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に表示する第１の表示モードと、過去に撮像された超音波画像を表示する第２の表示モー
ドとを備え、前記第１の表示モードにおいて前記計測項目が選択された場合に、前記表示
部にて前記計測項目を非表示状態に切り替えるように制御し、前記第２の表示モードにお
いて前記計測項目が選択された場合に、前記表示部にて前記計測項目の表示状態を維持す
るように制御することを特徴とする表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、超音波診断装置及び表示制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置においては、生成した超音波画像に描出された関心部位のサイズ
などを計測する計測機能を備えている。かかる計測機能は、例えば、超音波診断装置のモ
ニタに複数の計測項目のＧＵＩ（Graphical　User　Interface）が表示され、操作者によ
って所望の計測項目が選択されることで利用される。このような計測項目は、例えば、診
断部位や検査項目ごとに表示される項目が対応付けられている場合が多い。
【０００３】
　ここで、上記した計測項目においては、単純な計測を行なう計測項目と、複雑な計測を
行なう計測項目とがある。例えば、単純な計測を行なう計測項目は、距離、面積、体積、
角度などの基本計測項目であり、上記した項目を単純に計測する場合に用いられる。一方
、複雑な計測を行なう計測項目は、上記した基本計測項目を組み合わせた複合計測項目で
あり、複雑な計測を行なう場合に用いられる。ここで、複合計測項目は、操作者によって
任意に設定することができる。操作者は、超音波画像を用いた診断の状況に応じて、上記
した単純計測項目と、複合計測項目とを使い分けて診断を行なう。しかしながら、従来技
術においては、計測時の集中力が低下する場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０８－０８０２９９公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、計測時の集中力の低下を抑止させることができる超
音波診断装置及び表示制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施の形態の超音波診断装置は、計測項目表示制御手段と、計測項目表示状態制御手段
とを備える。計測項目表示制御手段は、超音波画像に対する計測操作を実行するための計
測項目を表示部にて表示させるように制御する。計測項目表示状態制御手段は、前記表示
部にて表示される計測項目の種類及び前記超音波画像を用いた診断の状況のうち少なくと
も一方に基づいて、前記計測項目が選択された後に、前記表示部にて前記計測項目を表示
状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替えるかを制御する。前記計測項目表示
状態制御手段は、前記計測項目の種類として、距離、面積、体積、角度、流速のうち少な
くとも１つからなる基本計測項目と、前記基本計測項目を組み合わせた複合計測項目とを
用いる。前記計測項目表示状態制御手段は、前記計測項目が選択された後に、前記選択さ
れた計測項目が前記基本計測項目と前記複合計測項目のどちらであるかに基づいて、前記
表示部にて前記計測項目を表示状態にするか、又は、非表示状態にするかを制御する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成を説明するための図で
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ある。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置が備える計測機能に含まれる計測
項目の一例を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の複合計測項目を用いた計測操作
の一例を説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る制御部の構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る計測項目表示状態制御部による制御の一例を示す
図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る計測項目表示状態制御部による複合計測項目の表
示状態制御の一例を示す図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る計測項目表示状態制御部による制御の一例を示す
図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る超音波診断装置による処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る計測項目表示状態制御部による処理の一例を説明
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について、図１を用いて説明す
る。図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の全体構成を説明するための図であ
る。図１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１１
と、入力装置１２と、モニタ１３と、装置本体１００とを有する。
【０００９】
　超音波プローブ１１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述す
る装置本体１００が有する送受信部１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生
し、さらに、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プロー
ブ１１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防
止するバッキング材などを有する。
【００１０】
　超音波プローブ１１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号と
して超音波プローブ１１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信
号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。
なお、送信された超音波パルスが移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合
の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存し
て、周波数偏移を受ける。
【００１１】
　なお、本実施形態は、複数の圧電振動子が一列で配置された１次元超音波プローブであ
る超音波プローブ１１により、被検体Ｐを２次元でスキャンする場合であっても、１次元
超音波プローブの複数の圧電振動子を機械的に揺動する超音波プローブ１１や複数の圧電
振動子が格子状に２次元で配置された２次元超音波プローブである超音波プローブ１１に
より、被検体Ｐを３次元でスキャンする場合であっても、適用可能である。
【００１２】
　入力装置１２は、トラックボール、スイッチ、ボタン、タッチコマンドスクリーンなど
を有し、超音波診断装置１の操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１００に対
して受け付けた各種設定要求を転送する。例えば、入力装置１２は、超音波画像に対する
計測操作を実行するための計測項目の選択操作などを受付けて装置本体１００に転送する
。ここで、計測項目とは、画像に描出された関心領域に係る任意の値を計測するための項
目であり、モニタ１３にＧＵＩ（Graphical　User　Interface）として表示され、入力装
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置１２を介した操作で選択される。
【００１３】
　モニタ１３は、超音波診断装置１の操作者が入力装置１２を用いて各種設定要求を入力
するためのＧＵＩを表示したり、装置本体１００において生成された超音波画像などを表
示したりする。例えば、モニタ１３は、計測操作を実行するための計測項目のＧＵＩを表
示する。
【００１４】
　装置本体１００は、超音波プローブ１１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成
する装置であり、図１に示すように、送受信部１１０と、Ｂモード処理部１２０と、ドプ
ラ処理部１３０と、画像生成部１４０と、画像メモリ１５０と、制御部１６０と、内部記
憶部１７０とを有する。
【００１５】
　送受信部１１０は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波プ
ローブ１１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を
形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１
１から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振
動子ごとの遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリ
ガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１１に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を
変化させることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００１６】
　また、送受信部１１０は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プロ
ーブ１１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。ア
ンプ回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行ない、Ａ／Ｄ変
換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な
遅延時間を与え、加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行
なって反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応
じた方向からの反射成分が強調される。
【００１７】
　このように、送受信部１１０は、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを
制御する。なお、送受信部１１０は、後述する制御部１６０の制御により、遅延情報、送
信周波数、送信駆動電圧、開口素子数などを瞬時に変更可能な機能を有している。特に、
送信駆動電圧の変更においては、瞬時に値を切り替えることが可能であるリニアアンプ型
の発振回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
また、送受信部１１０は、１フレームもしくはレートごとに、異なる波形を送信して受信
することも可能である。
【００１８】
　Ｂモード処理部１２０は、送受信部１１０からゲイン補正処理、Ａ／Ｄ変換処理および
加算処理が行なわれた処理済み反射波信号である反射波データを受信し、対数増幅、包絡
線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。　
【００１９】
　ここで、Ｂモード処理部１２０は、検波周波数を変化させることで、映像化する周波数
帯域を変えることができる。また、Ｂモード処理部１２０は、１つの受信データに対して
、２つの検波周波数による検波処理を並列して行うことができる。　
【００２０】
　このＢモード処理部１２０の機能を用いることにより、超音波造影剤が注入された被検
体Ｐの関心領域における１つの受信データから、関心領域を流動する超音波造影剤（微小
気泡、バブル）を反射源とする反射波データと、関心領域に存在する組織を反射源とする
反射波データとを分離することができ、後述する画像生成部１４０は、流動するバブルを
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高感度に映像化した造影像および形態を観察するために組織を映像化した組織像を生成す
ることができる。　
【００２１】
　ドプラ処理部１３０は、送受信部１１０から受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、
パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２２】
　画像生成部１４０は、Ｂモード処理部１２０が生成したＢモードデータや、ドプラ処理
部１３０が生成したドプラデータから、超音波画像を生成する。具体的には、画像生成部
１４０は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表されるビデオフォーマッ
トの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）することで、Ｂモードデータやドプラデ
ータから表示用の超音波画像（Ｂモード画像やドプラ画像）を生成する。
【００２３】
　画像メモリ１５０は、画像生成部１４０によって生成された超音波画像の画像データを
記憶する。また、画像メモリ１５０は、後述する画像生成部１４０による処理結果を記憶
する。さらに、画像メモリ１５０は、送受信部１１０を経た直後の出力信号（ＲＦ：Radi
o　Frequency）や画像の輝度信号、種々の生データ、ネットワークを介して取得した画像
データなどを必要に応じて記憶する。画像メモリ１５０が記憶する画像データのデータ形
式は、後述する制御部１６０によりモニタ１３に表示されるビデオフォーマット変換後の
データ形式であっても、Ｂモード処理部１２０及びドプラ処理部１３０によって生成され
たＲａｗデータである座標変換前のデータ形式でもよい。
【００２４】
　制御部１６０は、超音波診断装置１における処理全体を制御する。具体的には、制御部
１６０は、入力装置１２を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１７
０から読込んだ各種制御プログラムおよび各種設定情報に基づき、送受信部１１０、Ｂモ
ード処理部１２０、ドプラ処理部１３０および画像生成部１４０の処理を制御したり、画
像メモリ１５０が記憶する超音波画像などをモニタ１３にて表示するように制御したりす
る。また、制御部１６０は、超音波画像に対する計測処理を実行するための計測項目をモ
ニタ１３に表示するように制御する。
【００２５】
　内部記憶部１７０は、超音波送受信、画像処理および表示処理を行なうための制御プロ
グラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや、診断
部位ごとに仕分けられた計測項目などの各種データを記憶する。また、内部記憶部１７０
は、モニタ１３における計測項目の表示状態を切り替えるための各種情報を記憶する。な
お、内部記憶部１７０は、必要に応じて、画像メモリ１５０が記憶する画像の保管などに
も使用される。
【００２６】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成
のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、以下、詳細に説明する制御部１６０
の制御により、計測時の集中力の低下を抑止させることが可能となるように構成されてい
る。
【００２７】
　ここで、まず、計測時に用いられる計測項目の例について説明し、計測時の集中力が低
下する場合について説明する。上述したように、超音波診断装置における計測項目は、単
純な計測を行なう計測項目と、複雑な計測を行なう計測項目とがある。図２は、第１の実
施形態に係る超音波診断装置１が備える計測機能に含まれる計測項目の一例を説明するた
めの図である。例えば、図２の（Ａ）に示すように、超音波診断装置１が備える計測機能
は、「Ｄｉｓｔ：距離」、「Ａｒｅａ：面積」、「Ｖｏｌｕｍｅ：体積」、「Ａｎｇｌｅ
：角度」及び「Ｖｅｌｏｃｉｔｙ：流速」などの基本計測項目を含む。なお、計測機能「
Ｖｅｌｏｃｉｔｙ：流速」は、例えば、ドプラ画像に描出された心臓弁などに設定された
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関心領域における血流の平均速度の計測に用いられる。また、ドプラ画像を用いて行なわ
れる計測としては、血流速度の計測の他に、血流の分散の計測、パワーの計測などがある
。
【００２８】
　これらの基本計測項目が利用される場合、操作者は、一般的に１つの計測項目を連続し
て使い続ける場合が多い。例えば、操作者は、入力装置１２を介してモニタ１３に表示さ
れた「Ｄｉｓｔ」を選択し、計測対象となる超音波画像に描出された関心領域について各
種距離の計測操作を実行する。基本計測項目においては、その他の基本計測項目において
も同様に、１つの計測項目が連続して使い続けられる場合が多い。
【００２９】
　ここで、超音波診断装置１においては、より集中して診断が可能となるように、超音波
画像が観察しやすいようにモニタ１３の表示状態が設定されている。例えば、モニタ１３
における各種情報のレイアウトや、画面の輝度などが超音波画像の観察の邪魔にならない
ように設定される。これにより、操作者は、超音波画像の観察に集中することができる。
従って、上記した基本計測項目のように、１度選択されたのち操作されることのない計測
項目は、モニタ１３の画面上で非表示になったほうが操作者をより超音波画像に集中させ
ることができる。
【００３０】
　一方、超音波診断装置１が備える計測機能は、例えば、図２の（Ｂ）に示すように、「
４ＣＨ　Ｄｉａｓｔ」、「４ＣＨ　Ｓｙｓｔ」、「２ＣＨ　Ｄｉａｓｔ」及び「２ＣＨ　
Ｓｙｓｔ」などの複合計測項目を含む。ここで、図２の（Ｂ）に示す計測項目は、心臓の
左心室の容積を計測するための計測項目であり、「４ＣＨ　Ｄｉａｓｔ」及び「４ＣＨ　
Ｓｙｓｔ」は、例えば、心尖部四腔断面などの四腔が描出された超音波画像を用いて、心
臓の拡張期（Ｄｉａｓｔ：diastole）の左心室の容積と、収縮期（Ｓｙｓｔ：systole）
の左心室の容積とを計測する際にそれぞれ選択される計測項目である。また、「２ＣＨ　
Ｄｉａｓｔ」及び「２ＣＨ　Ｓｙｓｔ」は、例えば、心尖部二腔断面などの二腔が描出さ
れた超音波画像を用いて、心臓の拡張期及び収縮期の左心室の容積を計測する際にそれぞ
れ選択される計測項目である。これら複合計測項目は、各計測項目の計測結果から１つの
診断を行なう場合に用いられる。例えば、四腔が描出された超音波画像を用いた心臓の拡
張期の左心室の容積の計測結果と、収縮期の左心室の容積の計測結果とを用いて心臓の機
能の状態などが診断される。
【００３１】
　図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の複合計測項目を用いた計測操作の一
例を説明するための図である。図３においては、四腔が描出された超音波画像を用いた心
臓の機能の状態を診断する場合の例について示す。例えば、操作者は、図３の（Ａ）に示
すように、「ＬＶ：Left　Ventricle（左心室）」、「ＬＡ：Left　Atrium（左心房）」
、「ＲＶ：Right　Ventricle（右心室）」、「ＲＡ：Right　Atrium（右心房）」が描出
された超音波画像（心尖部四腔画像）を経時的に収集する。
【００３２】
　そして、操作者は、収集した心尖部四腔画像群のなかから、心臓の拡張期の心尖部四腔
画像を特定して、図３の（Ａ）に示すように、計測項目「４ＣＨ　Ｄｉａｓｔ」を選択す
る。そして、操作者は、図３の（Ｂ）に示すように、「ＬＶ」の内壁の一点を選択するこ
とで点２１を表示させ、トラックボールを操作して「ＬＶ」の内壁をトレースする。例え
ば、操作者は、図３の（Ｃ）に示すように、トラックボールを操作して点２１を移動させ
ることで、「ＬＶ」の内壁２２をトレースする。そして、操作者は内壁２２の略中心に中
心線２３を設定する。これにより、超音波診断装置１は、拡張期のＬＶの容積を算出する
。
【００３３】
　次に操作者は、収集した心尖部四腔画像群のなかから、心臓の収縮期の心尖部四腔画像
を特定して、計測項目のなかから計測項目「４ＣＨ　Ｓｙｓｔ」を選択し、図３の（Ｂ）
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及び（Ｃ）と同様の操作を実行する。そして、操作者は、拡張期の計測結果と収縮期の計
測結果との比から心臓の機能の状態などを診断する。ここで、上述した心臓の機能の状態
の診断では、心尖部四腔画像だけではなく、二腔画像をさらに用いられる場合もある。ま
た、患者によっては心尖部四腔画像を収集しにくい場合があり、二腔画像のみが用いられ
る場合もある。このように、複合計測項目は、１つの診断において何度も選択しなおされ
る場合がある。すなわち、複合計測項目は、基本計測項目のように、１度選択されたのち
に非表示になると、再表示させる操作をしなくてはならなくなるため、操作者の集中力を
低下させてしまう場合がある。従って、複合計測項目は、１度選択された後も継続して表
示されている方が、操作者をより超音波画像に集中させることができる。
【００３４】
　上述したように、超音波診断装置１における計測項目は、基本計測項目と複合計測項目
とがあり、それぞれ利用される状況が異なり、操作者によって望まれる選択後の表示状態
がそれぞれ異なる。しかしながら、従来の超音波診断装置においては、表示・非表示のど
ちらか一方しかできず、計測時に操作者の集中力を低下させる場合があった。
【００３５】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、後述する制御部１６０の制御によ
って、計測項目の種類や、診断状況に応じて、計測項目の表示・非表示を切り替えること
により、計測時の操作者の集中力の低下を抑止する。以下、第１の実施形態に係る超音波
診断装置１の制御部１６０の詳細な制御について説明する。
【００３６】
　図４は、第１の実施形態に係る制御部１６０の構成の一例を示す図である。図４に示す
ように、制御部１６０は、計測項目表示制御部１６１と、計測項目表示状態制御部１６２
とを有する。
【００３７】
　計測項目表示制御部１６１は、超音波画像に対する計測操作を実行するための計測項目
をモニタ１３にて表示させるように制御する。具体的には、計測項目表示制御部１６１は
、入力装置１２を介して操作者から受け付けた診断項目に応じた計測項目を内部記憶部１
７０から読み出し、モニタ１３にて表示させる。例えば、計測項目表示制御部１６１は、
診断部位に応じた計測項目を内部記憶部１７０から読み出し、モニタ１３にて表示させる
。
【００３８】
　一例を挙げると、計測項目表示制御部１６１は、診断部位が単純な計測が実行される腹
部などの場合、図２の（Ａ）に示すように、モニタ１３に単純計測項目を表示させる。一
方、診断部位が複雑な計測が行なわれる心臓などの場合、計測項目表示制御部１６１は、
図２の（Ｂ）に示すように、モニタ１３に複合計測項目を表示させる。ここで、診断部位
に応じて表示される計測項目は、予め診断部位ごとに対応付けられて内部記憶部１７０に
記憶される。
【００３９】
　計測項目表示状態制御部１６２は、モニタ１３にて表示される計測項目の種類及び超音
波画像を用いた診断の状況のうち少なくとも一方に基づいて、計測項目が選択された後に
、モニタ１３にて計測項目を表示状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替える
かを制御する。具体的には、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目の種類として、
距離、面積、体積、角度、流速のうち少なくとも１つからなる基本計測項目と、基本計測
項目を組み合わせた複合計測項目とを用い、計測項目が選択された後に、選択された計測
項目が基本計測項目と複合計測項目のどちらであるかに基づいて、モニタ１３にて計測項
目を表示状態にするか、又は、非表示状態にするかを制御する。
【００４０】
　例えば、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目の種類が基本計測項目である場合
に、計測項目が選択された後、モニタ１３にて計測項目を非表示状態に切り替えるように
制御し、計測項目の種類が複合計測項目である場合に、計測項目が選択された後、モニタ
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１３にて計測項目の表示状態を維持するように制御する。図５は、第１の実施形態に係る
計測項目表示状態制御部１６２による制御の一例を示す図である。
【００４１】
　例えば、図５の（Ａ）の左側の図に示すように、基本計測項目である「Ｄｉｓｔ」が選
択された場合に、計測項目表示状態制御部１６２は、図５の（Ａ）の右側の図に示すよう
に、計測項目を非表示にするように制御する。これにより、例えば、操作者は距離の計測
を集中して行なうことができる。ここで、計測項目を非表示にするための制御は、計測項
目表示制御部１６１を制御して、計測項目を表示させないように制御してもよく、或いは
、計測項目を隠すように計測項目の表示領域上に表示領域と同一の大きさの面を重畳表示
させる場合であってもよい。なお、図５の（Ａ）では、計測項目の表示領域をグレーで示
すことで、計測項目の非表示を示しているが、実際には、超音波画像の観察の邪魔になら
ないような表示状態となる。
【００４２】
　また、例えば、図５の（Ｂ）の左側の図に示すように、複合計測項目である「４ＣＨ　
Ｄｉａｓｔ」が選択された場合に、計測項目表示状態制御部１６２は、図５の（Ｂ）の右
側の図に示すように、計測項目を継続して表示するように制御する。これにより、例えば
、操作者は、ＬＶをトレースして、容量を計測した後に、すぐに「４ＣＨ　Ｓｙｓｔ」を
選択することができ、操作者は複合計測項目を用いた計測を集中して行なうことができる
。
【００４３】
　なお、各計測項目が基本計測項目であるか、或いは、複合計測項目であるかは、予め設
定され、内部記憶部１７０に記憶される。すなわち、計測項目表示状態制御部１６２は、
内部記憶部１７０に記憶された情報に基づいて、選択された計測項目が基本計測項目であ
るか、或いは、複合計測項目であるかを判定する。
【００４４】
　ここで、計測項目表示状態制御部１６２は、複合計測項目の表示を継続する場合の表示
状態を変化させることも可能である。図６は、第１の実施形態に係る計測項目表示状態制
御部１６２による複合計測項目の表示状態制御の一例を示す図である。例えば、図６の左
側の図に示すように、複合計測項目である「４ＣＨ　Ｄｉａｓｔ」が選択された場合に、
計測項目表示状態制御部１６２は、図６の右側の図に示すように、計測項目が選択された
後に、計測項目の表示領域の輝度を低下させるように制御する。これにより、計測項目の
表示を継続させつつ、より目立たないようにすることができ、操作者の集中力の低下をよ
り抑止することができる。
【００４５】
　また、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目を非表示にしている場合、或いは、
計測項目の表示領域の輝度を低下させている場合に、カーソルの位置に応じて、計測項目
を再表示させたり、輝度を上げたりするように制御することも可能である。図７は、第１
の実施形態に係る計測項目表示状態制御部１６２による制御の一例を示す図である。
【００４６】
　例えば、図７の（Ａ）の左側の図に示すように、計測項目が非表示となるように制御し
ている状態で、図７の（Ａ）の右側の図に示すように、カーソルの位置が計測項目の表示
領域に移動した場合に、計測項目表示状態制御部１６２は、図７の（Ａ）の右側の図に示
すように、計測項目を再表示させるように制御する。
【００４７】
　また、図７の（Ｂ）の左側の図に示すように、計測項目の表示領域の輝度を低下させる
ように制御している状態で、図７の（Ｂ）の右側の図に示すように、カーソルの位置が計
測項目の表示領域に移動した場合に、計測項目表示状態制御部１６２は、図７の（Ｂ）の
右側の図に示すように、計測項目の表示領域の輝度を上げるように制御する。これにより
、計測項目の再選択時に計測項目を自動で見やすい状態にすることができる。なお、計測
項目を再表示したり、計測項目の表示領域の輝度を上げたりする際のカーソルの位置は、
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任意に設定することができる。
【００４８】
　次に、図８を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理について説明する
。図８は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理の手順を示すフローチャー
トである。図８に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１においては、計測
項目の表示指示を受け付けると（ステップＳ１０１肯定）、計測項目表示制御部１６１は
、モニタ１３の表示領域に計測項目を表示するように制御する（ステップＳ１０２）。な
お、計測項目の表示指示を受け付けるまで、計測項目表示制御部１６１は、待機状態であ
る（ステップＳ１０１否定）。
【００４９】
　そして、入力装置１２を介して計測項目が選択されると（ステップＳ１０３肯定）、計
測項目表示状態制御部１６２は、選択された計測項目が複合計測項目であるか否かを判定
する（ステップＳ１０４）。ここで、選択された計測項目が複合計測項目である場合には
（ステップＳ１０４肯定）、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目を継続して表示
させる、又は、計測項目の表示領域の輝度を低下させるように制御する（ステップＳ１０
５）。
【００５０】
　一方、選択された計測項目が複合計測項目ではない場合（選択された計測項目が基本計
測項目である場合）には（ステップＳ１０４否定）、計測項目表示状態制御手段は、計測
項目を隠すように制御する（ステップＳ１０６）。その後、計測項目表示状態制御部１６
２は、計測項目の表示領域にカーソルが入ったか否かを判定する（ステップＳ１０７）。
ここで、計測項目の表示領域にカーソルが入った場合には（ステップＳ１０７肯定）、計
測項目表示状態制御部１６２は、ステップＳ１０２に戻って、計測項目を表示するように
制御する。
【００５１】
　一方、計測項目の表示領域にカーソルが入っていない場合には（ステップＳ１０７否定
）、計測項目表示状態制御部１６２は、計測終了の指示を受け付けたか否かを判定する（
ステップＳ１０８）。ここで、計測終了の指示を受け付けていない場合には（ステップＳ
１０８否定）、計測項目表示状態制御部１６２は、ステップＳ１０７に戻って、計測項目
の表示領域にカーソルが入ったか否かを判定する。一方、計測終了の指示を受け付けた場
合には（ステップＳ１０８肯定）、計測項目表示状態制御部１６２は処理を終了する。
【００５２】
　上述したように、第１の実施形態によれば、計測項目表示制御部１６１は、超音波画像
に対する計測操作を実行するための計測項目をモニタ１３にて表示させるように制御する
。計測項目表示状態制御部１６２は、モニタ１３にて表示される計測項目の種類及び超音
波画像を用いた診断の状況のうち少なくとも一方に基づいて、計測項目が選択された後に
、モニタ１３にて計測項目を表示状態のまま維持するか、又は、非表示状態に切り替える
かを制御する。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、計測項目の種類に応
じて計測項目の表示・非表示を切り替えることができ、計測時の操作者の集中力の低下を
抑止することを可能にする。
【００５３】
　また、第１の実施形態によれば、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目の種類と
して、距離、面積、体積、角度、流速のうち少なくとも１つからなる基本計測項目と、基
本計測項目を組み合わせた複合計測項目とを用い、計測項目が選択された後に、選択され
た計測項目が基本計測項目と複合計測項目のどちらであるかに基づいて、モニタ１３にて
計測項目を表示状態にするか、又は、非表示状態にするかを制御する。従って、第１の実
施形態に係る超音波診断装置１は、基本計測項目と、複合計測項目とで計測項目の表示・
非表示を切り替えることを可能にする。
【００５４】
　また、第１の実施形態によれば、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目の種類が
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基本計測項目である場合に、計測項目が選択された後、モニタ１３にて計測項目を非表示
状態に切り替えるように制御し、計測項目の種類が複合計測項目である場合に、計測項目
が選択された後、モニタ１３にて計測項目の表示状態を維持するように制御する。従って
、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、基本計測項目と複合計測項目とを備える超
音波診断装置１による計測時に、操作者が所望するように計測項目の表示・非表示を切り
替えることを可能にする。
【００５５】
　また、第１の実施形態によれば、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項目の種類が
複合計測項目である場合、計測項目が選択された後に、計測項目の表示領域の輝度を低下
させるように制御する。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、複合計測項
目の場合であっても、計測項目を表示しつつ、極力目立たないように制御することができ
、操作者の集中力の低下をより抑止することを可能にする。
【００５６】
（第２の実施形態）
　さて、これまで第１の実施形態について説明したが、上述した第１の実施形態以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００５７】
　上述した第１の実施形態では、計測項目の種類に応じて、計測項目の表示・非表示を制
御する場合について説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく
、診断状況に応じて表示・非表示を制御する場合であってもよい。かかる場合には、例え
ば、計測項目表示状態制御部１６２は、超音波画像を用いた診断の状況として、診断部位
、モニタ１３にて表示された超音波画像がフリーズ状態であるか否か、又は、超音波画像
が印刷されたか否かに基づいて、モニタ１３にて計測項目を表示状態にするか、又は、非
表示状態にするかを制御する。
【００５８】
　例えば、診断部位に応じて、計測項目の表示・非表示を制御する場合、計測項目表示状
態制御部１６２は、予め診断部位ごとに対応付けられた情報に基づいて、表示・非表示を
制御する。一例を挙げると、超音波診断装置１を用いて診断を行なう際に、最初に選択さ
れるアプリケーションごとに予め計測項目の表示・非表示を対応付けて内部記憶部１７０
に記憶させる。計測項目表示状態制御部１６２は、操作者によってアプリケーションが選
択された場合に、対応する情報を内部記憶部１７０から読み出して制御する。
【００５９】
　また、例えば、モニタ１３にて表示された超音波画像がフリーズ状態であるか否かによ
って計測項目の表示・非表示を制御する場合、計測項目表示状態制御部１６２は、超音波
画像がフリーズ状態にされると、計測項目を表示させるように制御し、超音波画像がライ
ブ状態であると、計測項目を非表示にするように制御する。すなわち、計測が行なわれる
場合超音波画像がフリーズ状態にされるため、計測項目表示状態制御部１６２は、計測項
目を自動で表示状態にすることで、操作者が容易に計測を行なえるようにする。一方、超
音波画像がライブ状態の場合は、超音波画像を集中して観察させるために、計測項目表示
状態制御部１６２は、計測項目を非表示となるように制御する。
【００６０】
　また、例えば、超音波画像が印刷されたか否かに基づいて計測項目の表示・非表示を制
御する場合、計測項目表示状態制御部１６２は、印刷が開始されると、計測項目が非表示
となるように制御する。すなわち、一般的に、診断が終了する際に超音波画像が印刷され
ることが多いことから、計測項目表示状態制御部１６２は、印刷の開始を診断の終了とし
て、計測項目が非表示となるように制御する。一例を挙げると、複合計測項目を表示させ
た状態で、印刷が開始された場合に、計測項目表示状態制御部１６２は、表示されている
複合計測項目が非表示となるように制御する。
【００６１】
　なお、上述した例は、あくまでも一例であって、診断状況に基づく計測項目の表示・非
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表示の制御の実施形態はこれに限定されるものではない。すなわち、診断状況に基づく計
測項目の表示・非表示の制御は、操作者によって任意に設定することができる。例えば、
計測項目が選択されたのち、一定時間が経過した際に、計測項目が非表示となるように制
御する場合であってもよい。また、例えば、複合計測項目が表示されている状態で、モー
ド遷移が実行された場合に、表示されている複合計測項目が非表示となるように制御する
場合であってもよい。
【００６２】
　上述したように、第２の実施形態に係る超音波診断装置１では、計測項目表示状態制御
部１６２は、超音波画像を用いた診断の状況として、診断部位、モニタ１３にて表示され
た超音波画像がフリーズ状態であるか否か、又は、超音波画像が印刷されたか否かに基づ
いて、モニタ１３にて計測項目を表示状態にするか、又は、非表示状態にするかを制御す
る。従って、第２の実施形態に係る超音波診断装置１は、診断の状況に応じて計測項目の
表示・非表示を制御させることができ、操作者の所望する計測項目の表示・非表示により
柔軟に対応することを可能にする。
【００６３】
　上述した第１の実施形態では、単一の画像が表示されている状態で適用する場合につい
て説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、過去の
画像と現時点の画像とを表示させた状態で適用する場合であってもよい。かかる場合には
、計測項目表示状態制御部１６２は、例えば、操作者が注目している画像に応じて計測項
目の表示・非表示を制御する場合であってもよい。
【００６４】
　例えば、計測項目表示状態制御部１６２は、モニタ１３に撮像された超音波画像をリア
ルタイムに表示する第１の表示モードと、過去に撮像された超音波画像を表示する第２の
表示モードとを備え、第１の表示モードにおいて計測項目が選択された場合に、モニタ１
３にて計測項目を非表示状態に切り替えるように制御し、第２の表示モードにおいて選択
項目が選択された場合に、モニタ１３にて計測項目の表示状態を維持するように制御する
。図９は、第２の実施形態に係る計測項目表示状態制御部１６２による処理の一例を説明
するための図である。ここで、図９においては、複合計測項目が表示されている場合につ
いて示す。
【００６５】
　例えば、図９の（Ａ）に示すように現在の超音波画像と、同一患者の過去の超音波画像
とが並列して表示されている状態で、図９の（Ｂ）に示すように、カーソルの位置が過去
の超音波画像の表示領域にある場合、計測項目表示状態制御部１６２は、図９の（Ｃ）に
示すように、計測項目を継続して表示させるように制御する。すなわち、計測項目表示状
態制御部１６２は、カーソルの位置が過去の超音波画像の表示領域にあることで、操作者
の焦点が過去の超音波画像に向いていると判定し、計測が実行される可能性があることか
ら、計測項目を継続して表示させるように制御する。
【００６６】
　一方、図９の（Ａ）に示すように現在の超音波画像と、同一患者の過去の超音波画像と
が並列して表示されている状態で、図９の（Ｄ）に示すように、カーソルの位置が現在の
超音波画像の表示領域にある場合、計測項目表示状態制御部１６２は、図９の（Ｅ）に示
すように、計測項目が非表示となるように制御する。すなわち、計測項目表示状態制御部
１６２は、カーソルの位置が現在の超音波画像の表示領域にあることで、操作者の焦点が
現在の超音波画像に向いていると判定し、操作者が超音波画像の観察に集中しており、計
測が実行される可能性が低いことから、計測項目が非表示となるように制御する。
【００６７】
　なお、図９に示す例では、複合計測項目を一例に挙げて説明したが、実施形態はこれに
限定されるものではなく、基本計測項目の表示・非表示の制御を、過去と現在の超音波画
像に対する操作者の観察状態で行なう場合であってもよい。また、図９では、操作者がど
ちらの画像を観察しているかをカーソルの位置で判定する場合について説明したが、実施
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てもよい。かかる場合には、例えば、外部に取り付けたカメラにより、操作者の視線の情
報を収集し、収集した情報に基づいて、操作者がどちらの画像を観察しているかを判定す
る場合であってもよい。
【００６８】
　上述した第１の実施形態では、複合計測項目の例として左心室の容積を計測する場合に
ついて説明したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、心臓の血流量や
、心筋ごとの機能の状態を診断するための複合計測項目が用いられる場合であってもよい
。また、複合計測項目は操作者によって自由に組み合わせて設定することができ、それら
複合計測項目に対しても上記と同様の制御を行なうことが可能である。かかる場合には、
組み合わせて設定された複合計測項目を選択後に表示状態にするか、或いは、非表示状態
にするかを操作者が自由に設定することが可能である。
【００６９】
　以上説明したとおり、第１の実施形態及び第２の実施形態によれば、本実施形態の超音
波診断装置は、計測時の集中力の低下を抑止させることを可能にする。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７１】
　１　超音波診断装置
　１２　入力装置
　１３　モニタ
　１００　装置本体
　１６０　制御部
　１６１　計測項目表示制御部
　１６２　計測項目表示状態制御部
　１７０　内部記憶部
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摘要(译)

一种能够抑制测量期间浓度降低的超声波诊断装置和显示控制程序。 根
据一个实施例，超声诊断成像装置包括测量项目显示控制单元和测量项
目显示状态控制单元。测量项目显示控制单元控制监视器以显示用于对
超声图像执行测量操作的测量项目。在基于监视器上显示的测量项目的
类型和使用超声图像的诊断状态中的至少一个选择测量项目之后，测量
项目显示状态控制单元选择监视器上的测量项目。控制是保持显示状态
还是切换到非显示状态。 [选图]图4
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